
I朗÷  

新鹿および約郡七蔑所見より巽投TBを発症して長期  

間経過Lそない挙が推測され－T葺薗の曝露を受げた  

対象を3月初旬からの接触者に限ることができた、∴3  

名のQFT陽性者のうち5年前のTBの既往・治療歴  

のある‡名を除いた2′名を異のハイリスク群と判斬  

し一‡洞見6ケ月予防内股華与とした．【考案】感染性  

TB▲患者と凛勧機会の多い施設での定期外ツ反による  

T8感染の診断は雉しく．QFでは診断補助に有用や  

真の′）イリスク群を決めることができると思われた．   
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教育講演a  

新しい紡核対策   

結核予防東経核研究所  

予   

た†選択的健診の道営に市町轍の裁量を大きくした！   

3）北学予防の強化：鎧来若年者に限定されていた  

ものを年期こよらず∴発病ウスタの大きい者に行な’わ  

れるようにする（これほ法改正でげなく，早如の実現  

に向けて検討中の課題である）／   

㊥ 日本版pOTSに去る結核治療の強化：保雄所と  

主治医8；よる服薬虚功のための患者支援を明文化し，  

院内，外来のDOTSの強進を樹皮化した．   
5）◆都道府県結核予防計画の策定：結核閑韓や対策  

資源の地域格差に見合った地域の◆独頁の対策が立案・  

実施されることを目的としている．   

この新しい対策制度が成功するためにはさらに新し  

い技縮の援用が必要であり，現在開発・普及途上のい  

く・つかの按肝にづいて率べる．これと同時にと強い政  

治的な関与がいずれの段階でも必要である．   

森  

ユ999年の結核緊急事憩宣善を受けた結核対策の見  

直しの結果，結核予防法が50数年ぶりに大幅改定さ  

れ2005年4月かち施行きれることになった∴これは 

結薇の疫学的棟細め変貌抵革払弱者への偏敵地  

城・階層間格差の増大卜重症例・問題例の増加など）と  

妙策窪境の変化（技行革弘一般医産の向上など），そ  

れに対策理念の変化（EBM，人聴，地方自治な日雀  
うけて，より強力で効率的な対策を求めて策定された  

ものである．．・そめ要点を以下の5項目に分ける．   

王）予防課痙制度の簡素化と乳児期接種ノの強牝：再  

接種を廃止し，早期線種を促進するために接種に先帝  

するツベルクリン反応検査を廃止し、（直接接種の導  

入），接種を1歳に適するまでに完了することとした．   

2）∵無塵別定期健診の廃止と選択的健診の導入接触  
者燵診の漁化：定期健診は学校入学時，65故以上野  

党哉種に限定L，従来の住民検診や滞夢検診は廃止し  
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感染症専門医制度規則  

平成7年4月13日制定  

平成8年4月17日改正  

平成12年4月20月改正  

平成14年4月11日改正  

平成16年4月6日準正  

平成18年4、月20日改正  

平成20年4月17日改正   

第1章 総  則   

第1条 この制度は、感染症に関する臨床医学の健全な発展普及を促し、感染症の知識と実  

践に優れた医師を育成することにより、人類の健康と・福祉に医療を通じて貢献する  

ことを目的とする。  

第2条前条の目的を達成するために、社団法人日本感染症学会（以下日本感染症学会とい  

う）は付則3）に定める基本領域学会（以下基本領域学会という 

感染症専門医（以下専門医という）を認定する。   

第3条不制度の維持と運営のため、感染症専門医制度審議委員会 
設ける。   

第2章 審議会  
第4条審議会は第1条亡掲げる目的を遂行するために必要な事項を所掌するほか、併せて  

専門医の認定業務も行う。   

第5条審議会は白本感染症学会理事長の推薦する若干名で構成する。 

第6条審議会の委員の任期は2年とし、2期までの再任は妨げない。   

第7条審議会では、委員の互選により、会長を選出する。会長は審議会を所草し、本制度  
の円滑な蓮営を図る。   

第8条審議会は、業務運営に必要な各種委員会を編成することができる。 

第3章 専門医の資格   

第9条 専門医の認定を申請できる者は次の各項▲を満たす者とする。  

1．基本領域学会専門医（認定医）に認定されている者。  

2．感染症の臨床修練を積んでいること。  

1）基本領域李会の研修年限を含めて感染症学の研修を6年以上行っている者。  

2）上記6年の内、3年間は本学会員として本会が指定した研修施設で、別に定め  

るカリキュラムド基づいて功修を行っていることを原則とする。  

尚、研修施設、指導由こういては別に定める。  

3．感染症の臨床に関して、筆頭者としての論文発表1篇、学会発表2篇、計3篇ある  

こと。尚、学会、雑誌の種類に関しては細則2に定める。 
4．日本感染症学会会員歴5年以上で、この間、会費を完納している者。  

5∴審議会が施行する専門 

第4章 
第10条・認定試験の受験を希望する者は、次の各項に定める書類を審議会に提出する。  

1・受験願書  

2．受験票  

3．基本領域学会の専門医（認定医）証の写しまたは評明書  
4．研修内容の報告書 
5ノ∴診療症例一覧表（細則1）  
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6．診療症例の病歴要約（細則1）  
7．受験料（郵便または銀行の払込用紙のコピー） 
8＼筆頭者としての論文発表1篇、学会発表2篇の別刷またはコピー（細則2）   

第11条 審議会は毎年1回申請書類により受験資格たっいて 

卑に専門医試験を実施する。実施方法については細則3に定める。 

第12条 審議会は、専門医試験問題の作成、研修内容、診療症例などの評価のため、試験  

委員会を設置する。   

第13条 審議会は専門医試験結果、研修内容、診療症例などを総合的に評価し、認定試験  

の合否を理事会に報告する。   

第14条 日本感染症学会は合格者に対し認定証を交付する云   

第15粂 認定期間は5年間とし、認定更新の審査を経なければ、引き続いて専門医を呼称す  
ろことは出来ない・。   

第5章 専門医資格の更新   

第16条 審議会は、認定を受けてから5年を経たときに、審議会の定める要件（細則4）  

を満たした者について、認定更新の審査を行い、専門医資格を更新する。認定更新  

手続きについては細則5に定める。   

第6章 専門医資格の喪失   

第17条 専門医は次の事由により、その資格を喪失する。  

1．正当な理由を付して、専門医としての資格を辞退したとき。  

2．日本感染症学会会員の資格を喪失した時。  

3．基本領域学会の専門医（認定医）の資格を喪失した時。  
4．申請書類に虚偽が認められた時。  

5．所定の期日までに認定更新を申請しなかった時。  

6．専門医としてふさわしくない行為のあった者。   

第7章 本制度の運営   

第18条 この規則に規定するものの他、本制度の運営にういての必要な事項は別に定める。   

第8章 規則の施行、改廃   

第19条 この規則の改廃は審議会の議を経て、日本感染症学会理事会で決定する。   
第20条 この規則は平成7年4月13日から施行する。   

付  則   

1）本制度の発足に当たって、別に定める規定により、経過措置による専門医の認定を実施する。   

2）本制度による専門医試験は平成10年鹿より実時する。   

3）日本内科学会（平成7年4月13日から施行）、日本小児科学会（平成8年4年18日から施行し、専  

門医試験は平成11年度より実施する）、日本医学放射線学会、日本眼科学会、日本救急医学会、白本  

産科婦人科学会、日本耳鼻咽喉科学会、．日本整形外科学会、日本精神神経学会、日本脳神経外科学会、  

日本泌尿器科学会、日本皮膚科学会、日本病理学会、日本麻酔科学会、日本リハビリテーション学会、  

日本臨床検査医学会（平成16年4月6日から施行し、‘専門医試験は平阻17年度よサ実施する）日本  

外科学会（平成18年4月21日から施行試験は平成18年度より実施する）。  

平成16年4月6日以降につし）てば、社団法人白本専門医制評価・認定機構の決定した基本領域学会  

甲うち、当学会と専門医制度（二階建制）に関する合意を交わした学会を加えること・とする。   

4）第9条第1項および箋2項1）については平成15年3月1日より実施する。 
5）第9条第2項1）については、当学会が加盟している社団法人日本専門医制評価・認定機構の意向（各  

専門医領域における医師の質の向上及び一定のレベルの維持をはかり、国民の期待に応えるため）に  
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より研修期間を6年以上とする。  

6）第9条第2項2）、第10条第4項暮第5項・第6項、．第12条および第13条にういては平成22年3  

月1日より実施する。  

感染症専門医制度埠行細則  

平成7年4月13日制定  
平成‖年12月17日改正  

平成15年1、2月12日改正  

平成16年’12月1了日改正  

平成18年2月 2日改正   

細則1 感染症の臨床経験に関する評価  

（1）受験申し込み時に提出する診療に関する記録は下記の通りである。   

（1）研修施設におし 

（イ）感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（いわゆる感染症法）  
に記載された疾患を含むことか望ましい。  

（口）症例の選択に当たっては疾患に偏りがないように配慮すること。  

（2）上記30症例中15症例の病歴要約記載にあたっ■ては症例の感梁症の評価、病原診断の  

根拠、．治療法、治療薬の選択の根拠を明らかにすること。  
（2）研修内容および診療症例の評価は試験委員会が行う。評価方法にういては別に定ゆる。   

細則2 感染症臨床報告に関する評価基準  

（1）・ 感染症に関する筆頭者としての論文掲載は、学会誌またはレフリー制度の整った学術誌  

に掲載されたもめであること。  
（2）学会発表は、原則として日本医学会総会または日本医学会加盟の分科会（地方会を含む）  

で発表したものであること。   

細則3 専門医試験の実施  

（1）有資格者に対して感染症専門医の試験を行う。  

（2）問題作成は試験委員会が作成する。  
出題問題数＝60∴題、試験時間＝90分  

問題タイプは、次の3種のいずれかを用いる。Aタイプ，K2タイプ，K3タイプ   

細則4 認定更新の要件   

感染症専門厘は、認定を重けてから5年後、 
の更新を申請することができる。   

（1）専門医として認定された後も引き続き本学会の会員であること。   

（2）更新申請時、草本領域学会の認定医（専門医）であることこ   
（3）認定を受けてから5年間、感染症診療や学術活動に貢献するとともに、審議会が指定し  

た教育企画に参加し、下記の所定単位を総合して50単位取得した者。 
（4）更新点数50点中、15点は本学会が主催する学術集会（地方会を含む）参加を必須とす  

る（平成21年度更新対象者より実施する）。   
※認定期間中に65歳を越えた専門医は、本要件の（1）（2）の条件のみを満たせば更新がセきる。   

その場合には更新料は免除することとする。  
の  単位取得  

単位数   

本会  

日本感染症学会の主催する学術集会出席者  

同  筆頭演者  
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